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人権デューデリジェンス推進委員会設置並びに人権方針策定のお知らせ 

 

ヨロズグループは人権に関する様々な国際規範を支持し、人権と多様性を尊重すること

を「CSR方針」にて明示し日々の業務運営の指針としてまいりました。このたび、人権を

尊重する取り組みを更に強化するために、人権デューデリジェンス推進委員会の設置並び

に人権方針の策定を行いましたのでお知らせいたします。 

 

１. 人権デューデリジェンス推進委員会の設置 

人権デューデリジェンスの取り組みを計画的且つ確実に推進するために、人権デューデ

リジェンス推進委員会を設置しました。当委員会の委員長は社長が務め、委員には機能グ

ループ統括、地域軸長である役員を配置し、国内外のグループ会社全体で活動を進めてま

いります。また、委員会での活動内容については、定期的に取締役会へ報告を行い責任あ

る企業行動を更に推進してまいります。 

 

２.人権方針の概要 

本方針は、ヨロズグループで働く一人ひとりが守るべきものであり、ヨロズグループの

事業活動における人権に関する最上位の方針として位置付けております。本方針には適用

範囲、人権デューデリジェンスについて、ステークホルダーとの対話・協議を行うことな

どを明示し、人権侵害のリスクを減らす取り組みを継続してまいります。 

 

３.その他 

ヨロズは 2023年５月 12日に法務省が推進している「My人権宣言」に賛同いたしまし

た。「My人権宣言」とは、企業、団体及び個人が人権を尊重する行動をとることを宣言す

ることによって、誰もが人権を尊重し合う社会の実現を目指す取り組みです。 

 

以上 

https://www.jinken-library.jp/my-jinken/company_detail.php?p=MDAwMDAwNzMzMQ
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※OECDデュー・デリジェンス・ガイダンスに準拠

①人権方針の策定・開示

②自社の潜在リスクを特定

③救済措置

④影響特定と評価

⑤是正への取り組み

⑧情報開示

⑥予防・軽減

⑦モニタリング 取締役会

人権デュー・デリジェンス推進委員会

報告 監督

◆実施フロー

人権デュー・デリジェンス活動

◆組織体制:
人権デュー・デリジェンス推進委員会

◆監視体制

平中社長

人事担当
役員

ESG担当
役員

事務局

機能グループ統括、地域軸長（役員）

取り組み目標 人権への負の影響を防止・軽減する社会的責任の履行


